
信州大学知の森基金「附属学校園支援事業」寄附金に対する税制上の優遇措置 

 

（１）寄附金関係の税制について 

個人や法人が行った国立大学法人に対する寄附金については、以下の通

り税制上の優遇措置が講じられています。 

 

①個人が寄附した場合の税制上の優遇措置 

個人が行った寄附金については、一定額を所得税の課税所得から控除する 

ことができる「寄附金控除」の制度が設けられています。国立大学法人へ寄 

附金を支出した場合は、所得控除制度が適用され、寄附金額（総所得金額の 

40％が上限）から 2,000 円を差し引いた額が課税所得から控除されます。 

さらに、当該寄附金が、地方公共団体による指定を受けた法人への寄附金 

である場合には、以上の優遇措置に加えて、寄附金額（総所得金額の 30％ 

が上限）から 2,000 円を差し引いた額の 10％（※）が住民税から控除され 

る場合があります。詳細はお住まいの地方公共団体にご確認ください。 

 

※ 都道府県が指定した寄附金の場合は 4％、市町村が指定した寄附金の 

場合は 6％、都道府県と市町村がともに指定した寄附金の場合は 10％ 

となります。 

 

※ 具体的な控除額のイメージについては、別表「【所得税・所得控除】課 

税所得と寄附金額に応じた減税額の試算表」をご参照ください。 
 

※ 別表「【所得税・所得控除】課税所得と寄附金額に応じた減税額の試算 
表」は平成３０年６月時点の税制に基づく参考試算表です。 
控除額は税制・年収・家族構成等により異なりますので、詳細はお近 

くの税務署または税理士など専門家にお問い合わせください。 
 
 

②法人が寄附した場合の税制上の優遇措置 
寄附金の全額を損金算入することができます。 

 
（引用：文部科学省ホームページ 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/06051001.htm） 

 
 

（２）控除を受ける際に必要な書類 

  

①寄附証明書：入金確認後、約２週間後に、ご寄附いただきました全ての方へ発送いたします。 

  

②給与所得の源泉徴収票（個人の場合） 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 
信州大学教育学部総務グループ(会計係寄附金担当) 

〒380-8544 長野県長野市西長野 6 のロ  
TEL：026-238-4036  FAX：026-234-5540 




